
１．「長期的水需給計画」と節水型都市づくり 

２．水需給バランスと必要水量(水道用水) 

第３次 長期的水需給計画(案)の概要 

   

  

   

 

 

      

      

      

       

       

       

       

            

  
    

       

        

      
           

   

  

   

 

 

      

      

      

       

       

       

       

        

   
    

      

                                          

   

  

   

 

 

      

      

      

       

       

       

       

            

  
    

       

        

      
           

   

  

   

 

 

      

      

      

       

       

       

       

        

   
    

      

                                          
   

     

必要水量
    

    

       
     

  

 

松山市は、平成６(1994)年の大渇 以降、 資源に関する各種取組を推進し、平成 15(2003)年度に、

「松山市節 型都市づくり条例」の趣旨に づき、 資源対策の方向性を示す「長期的     」を 

策定(平成 28(2016)年度改訂)し、節 の推進や 資源の有効利用と保全に努めてきました。 

一方、近年は気候変動による渇 や 震 の自然災害、 道施設や管路の老朽化に伴う大規模事故など

 資源を取り巻く環境が刻々と変化しています。 

このような背景を踏まえ、「長期的     （改訂版）」が目標年次である令和７(2025)年度を迎える

ことから、これまでの節 型都市づくりの推進に加え、より快適で安心できるまちづくりを実 するため、

「第３次 長期的     」(以 「本  」といいます。)を策定します。 

  

 

本  では、国土交通省から幅を持った    の推 や  規模以上の渇 時の     の算定 

により、   バラン の評価を う「   バラン 評価の 引き」（以 「 引き」といいます。）が

公表されたことから、「 引き」の 法を用いて    を算定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    バラン の評価は、「領 Ｂ」であることから、対応(施策)は、「新たなハ ド・ソフト対策

を適時検討」となります。 

 本  では、 後の人口減少や社会経済動向などを踏まえ、   バラン を考慮しながら、適切

なタイミングで施策の検討を います。  

＜   渇水年の水需給バランスと必要水量 ＞ 

領域Ｂ 

＜    バラン の評価区 と対応 ＞ 

＜ 算定条件 ＞ 
・    （目標年次 令和 17(2035)年度） 

     は「第７次 松山市総   」(令和７(2025)年３月策定)で用いた推 人口に づく     

  ・  は「 引き」で示された 法の最大 ・最小 の     

・        渇 年(10年に１度(近年 20ヶ年第２ )程度の渇 年)（平成 14(2002)年） 

既往最大級の渇 年（平成６(1994)年）※既往最大級の渇 年については、本編参照 

「   バラン 評価の 引き」（令和６(2024)年、国土交通省）を に作成 



３．節水型都市づくりの 本方針と各施策 
  

 

節 型都市づくりを推進するため、 政はもとより、市民、事業者 の協力を得ながら、 資源の総 

管理のもとに、「節 の推進」「 資源の有効利用」「 資源の保全」「 資源の開発」の 本方針を軸に、

各施策に取り組むとともに、渇 への早期対応と相互応援体制の充実を図ります。 

 
 

 

節 型都市づくり 

の推進 

( 資源の総 管理) 


